
   東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例 

 東大和市立学童保育所条例（平成１０年条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表東大和市立学童保育所第二クラブの項の次に次のように加える。 

東大和市立学童保育所第二クラブ二小

内育成室 
東大和市南街３丁目６１番地の２ 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


